
 

点検結果表（規制の事前評価） 

政策の名称 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令及び

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部を

改正する政令案 

府省名 国土交通省 

根拠となる法令 
□法律      ■政令     □府省令     □告示     □その他 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 

規制の区分 ■新設等              □緩和               □廃止 

点検項目 評価の実施状況 課題 

規制の目的、内容
及び必要性 

■説明あり □説明なし  

費
用
の
分
析 

遵守費用 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □負担なし □分析なし  

行政費用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

便益の分析 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし  

費用と便益の 
関係の分析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

代
替
案 

代替案の設定 □設定あり ■想定される代替案なし □設定なし  

代替案との 
比較 

□費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 ■比較なし  

レビューを行う 
時期又は条件 

□設定あり ■設定なし  

【課題の説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
【点検結果表の別紙】 
 
≪規制の影響が及ぶ範囲に係る参考情報≫ 
○ 当省の照会 

規制の影響が及ぶ範囲を示す情報として、当該規制の対象となる船舶の数及び当該船舶から排出されて
いる廃棄物の量（可能であれば種類別の内訳）が分かれば御教示下さい。 

 
○ 国土交通省の説明 

廃棄物の排出規制は全ての船舶が対象となるため、約 40万隻の船舶を対象としている。 
  また、発生廃棄物の種類・量については、船舶の大きさ、種類によって、当該廃棄物の種類・量も異な
るため、一部の統計しか把握できていない。 

（把握している廃棄物の例） 
・ 石炭の貨物残渣  ：１トン～20トン 
・ 石炭の貨物倉洗浄水：２トン～5,000トン 

 

 


